
飲食店を営む事業者で新たにテイクアウトでの販売を開始した方へ

～消費税の申告が必要な方は、「区分経理」が必要です～

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛要請等の影響により、従来、店内での食事の提供
のみ行っていた飲食店が、新たにテイクアウト（持ち帰り）での販売を開始するケースが増えています。
　この場合の消費税について、店内での食事の提供は軽減税率の対象外（税率は 10％）となる一方で、
テイクアウトでの販売は軽減税率の対象（税率は 8％）となり、売上げに対する消費税率が複数に分かれる
ため、事業者の方は、取引ごとに適用税率を判定する必要があります。
　その上で、消費税の申告が必要な課税事業者の方は、消費税の確定申告時に、税率ごとに消費税額を
計算することとなりますので、日々の売上げを税率ごとに把握し、区分して帳簿に記載（区分経理）
しておく必要があります。

詳しくは、税理士無料個別相談会をご利用ください。　　381-3101


